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その後、閣議決定した骨太方針2020は、国
際的な輸出制限措置を契機に、国内生産基盤
の維持・強化、食料自給率・食料自給力の向
上、食料備蓄や輸入の安定化による総合的な
食料安全保障体制を確立していく方針を掲げ
た。同方針は「中山間地域等も含め国内生産
基盤の強化を図る」として、条件不利地とさ
れる中山間地域も生産基盤の強化の対象とし
て位置づけた。

2　基本計画における食料の安定供給
食料・農業・農村基本法（以下「基本法」）に

基づいて作成される食料・農業・農村基本計
画（以下「基本計画」）は、国内の食料の安定供
給を、主として国内の農業生産の増大で行う
ことを基本方針としてきた。
基本法で食料の安定供給は、多面的機能の

発揮、農業の持続的発展、農村の振興ととも
に基本理念の１つに位置づけられ、2000年か
ら５年ごとに作成されるすべての基本計画に、
基本法に基づき食料の安定供給の確保を国内
の農業生産の増大を基本に輸入と備蓄を組み
合わせて行うという基本方針が記載されてき
た。
しかし、基本計画で示される10年後の食料

自給率目標が引き下げられたことが示唆する
ように、食料の安定供給を国内生産の増大を
基本に行うという方針は必ずしも一貫したも
のではなかった。15年の基本計画から食料自
給率目標は50%から45%に引き下げられた。
また、同基本計画で新たに導入された食料自
給力は、食料の潜在生産力の指標とされたよ

新型コロナウイルスの感染拡大は、危機時
の食料の安定供給という側面から、国が国内
農業の生産基盤の位置づけを見直す契機とな
っている。７月に閣議決定された「経済財政
運営と改革の基本方針2020～危機の克服、そ
して新しい未来へ～」（骨太方針2020）には、新
たに食料の安定供給のための生産基盤の維
持・強化が盛り込まれ、コロナ禍を契機に食
料の安定供給に向けた政策の見直しが進む。

1　 コロナ禍で見直される国内生産による
食料の安定供給
コロナ禍で食料の安定供給という視点から、

政策のなかでの国内農業の生産基盤の位置づ
けが見直されている。
新型コロナウイルス感染拡大の国内への影

響は、短期的には買い増し、買いだめからパ
スタやコメ、一部の冷凍食品で食料供給の乱
れを生んだものの、長期化はせず、現在のと
ころ大きな問題は発生していない。
しかし、世界に目を向けると小麦の主要輸

出国の一部で小麦の輸出制限措置が発生し、
サプライチェーンに混乱が生じたケースがあ
り、国内でも政府が食料の安定供給のあり方
を見直すことになった。
20年６月末の農林水産業・地域の活力創造

本部の会合では、新型コロナウイルスによる
食料供給上のリスクの高まりから、食料安全
保障の検討が必要になったとして、その対応
として国内の生産基盤の強化、加工食品や外
食・中食向けの原料の国産への切替えや国産
麦・大豆の増産等が挙げられた。

研究員　植田展大

コロナ禍で見直しが検討される国内生産による
食料の安定供給

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2020.9（第80号） 19

うに、食料の自給よりも必要に応じて国内の
食料の安定供給を行うことのできる生産体制
の構築が重視されていた。
そして、20年３月に閣議決定された基本計

画は、国内の需要にも輸出にも対応した農業
の生産基盤の強化を図り、国内生産の維持・
増大と農業者の所得向上を進めるというよう
に、輸出推進の方針が明確に示されたもので
あった。
小括すると、基本計画は、基本法に基づいて

食料の安定供給を国内の農業生産の増大を基
本に行うとしてきたものの、実際には食料自
給率目標の引下げや潜在生産力の指標である
食料自給力の導入、輸出の推進による農業・
農村の維持などの内容が加わり、国内の需要
を国内の農業生産の増大で供給するという基
本姿勢が貫かれてきたわけではなかった。

3　 国内の農業生産による食料の安定供給と
その課題
骨太方針2020にみられるコロナ禍で進む輸

出制限措置にも対応した食料の安定供給に向
けた体制づくりは、平時は輸出を積極的に推
進しつつ生産基盤を維持し、突発的な危機に
対応できる潜在的な農業の生産体制を保ちな
がら、輸入や備蓄を活用して国内の食料供給
を行うという考え方への転換という点でより
基本法の理念に近いものであると考えられる。
食料の安定供給のベースにある考え方は、

危機時にイモ類の国内生産で自給できる程度
の農地を維持することができれば、平時の作
目は問わないというものであったが、実際の
作目転換にはタイムラグが生じるため、コロ
ナ禍の輸出制限措置のような緊急事態には対
応できない。もちろん、備蓄や輸入も活用し
ながら影響の緩和が図られるものの、危機に
直面しかけたことで、そのような対応だけで

は限界があるという判断があった可能性も考
えられる。
しかし、国内農業による食料の安定供給の

想定には、食品加工業界や飲食業界が用いて
きた輸入品並の価格と質の食品を、国産で代
替するという非常にハードルの高い課題が含
まれている。
例えば、農林水産業・地域の活力創造本部

の会合で増産が必要な作物として具体名が挙
げられている麦・大豆はいずれも土地利用型
の作物であり、国内外の新たな需要を取り込
み、農業や農業経営の持続的な発展を目指す
なかで日本の狭い農地を前提に選択されてき
た付加価値の高い農作物の生産とは異なる取
組みが新たに必要になる。
また、農地の４割を占める中山間地域のよ

うな条件不利地も含めて、輸入品と競合する
加工原料や土地利用型の作物を、安定的に供
給していくことが想定される。その実現のた
めには、スマート農業のような技術的な支援
にとどまらない、相応の財政的な支援が必要
になるだろう。そして、農業部門が主体性を
失い、食品加工業界・飲食業界向けの原料調
達部門とならないような配慮も必要になるだ
ろう。
現在、検討されている食料の安定供給のた

めの生産体制の構築とは、国内外の新たな需
要を掘り起こすことで成長市場を捉え、農業
の生産基盤を強化し農業・農村の発展につな
げるとしてきたこれまでの農業政策の考え方
とは異なり、輸入に頼りすぎず食品加工業界
や飲食業界向けの食品需要を国内生産でまか
なうことのできる体制づくりを目指すという
ものである。
具体的な政策の中身は、現在のところ明ら

かではないため、今後の動向を注視したい。
（うえだ　のぶひろ）
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